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地域商店街活性化事業助成金交付規程 

全国商店街振興組合連合会 

（通則） 

第１条 地域商店街活性化事業助成金（以下「助成金」という。）の交付については、補助金等に係る予算の

執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「施行令」という。）及びその他の法

令の定めによるほか、地域商店街活性化事業実施要領及びこの規程に定めるところによる。 

（目的） 

第２条 助成金は、商店街振興組合等が地域コミュニティの担い手として実施する、継続的な集客促進、需

要喚起、商店街の体質強化に効果のある事業（以下「地域商店街活性化事業」という。）に要する経費を

助成することにより、消費税の税率引上げを見据えた恒常的な商店街の集客力及び販売力の向上を図る

ことを目的とする。 

（助成金交付対象及び助成事業者の要件） 

第３条 本助成金は、商店街振興組合等が行う地域商店街活性化事業に対し、別表「助成対象経費」に掲

げるもののうち、全国商店街振興組合連合会（以下「全振連」という。）理事長が必要かつ適当と認めるも

のについて予算の範囲内において交付する。 

２ 助成事業者の要件 

(１)助成対象者が、平成２６年３月１日現在で、設立（結成）から、１年以上経過していること。 

(２)助成対象者の運営が適切に行われており、管理運営体制が整備され、本事業の円滑な実施に支障が

生ずるおそれがないこと。 

(３)助成対象者が、本事業に係る国等の他の補助事業を重複して受けていないこと。（補助事業を受ける

ことが決定しているものを含む。） 

（４）助成対象者が、これまでに地域商店街活性化事業の採択実績がある場合には、以下の要件を満たし

ていること。 

①過去採択事業の実績報告書の提出が終了していること（応募時点で事業期間が終了していない場合

は、事業終了後、必ず期限までに提出のこと。期限までに提出がない場合は、採択を取り消すことが

ある。）

②過去採択事業実施の事業効果に対する自己評価及び今回申請する事業へ反映した点を説明するこ

と（特に過去採択事業と同様の事業を実施する場合には、過去採択事業からの変更点を明記するこ

と。）

３ 審査の観点 

 全振連は、助成金の交付を受けようとする商店街振興組合等から提出された書類に基づいて以下の事項

等に基づき審査を行う。 

(１) 商店街が主体的に関与し、事業を適正に実施することが可能なこと 

(２) 地域コミュニティの担い手として事業を実施することが期待され、商店街の体質強化を目的とした集客

促進、需要喚起に効果があること 

(３)商店街振興組合等の所在する地方自治体からも支援が期待できること 

(４)目標、事業規模等に妥当性があり、実施する事業に既存の活動と異なる新規性が認められること 
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（助成金額の上限及び下限、助成額） 

第４条 助成金額の上限及び下限、助成の額は次のとおりとする。 

(１) 助成金額の上限は４００万円（単独～４商店街組織）、８００万円（５～９商店街組織）、１，２００万円（１ 

０商店街組織以上）、下限は３０万円とする。 

(２) 助成の額は定額とする。 

（助成金の交付の申請） 

第５条 商店街振興組合等は、助成金の交付を受けようとするときは、様式第 1 による助成金交付申請書を

原則として事業開始日の１０日前までに全振連理事長に提出しなければならない。 

（助成金の交付の決定） 

第６条 全振連理事長は、前条の規定による助成金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、助成金

の交付の決定を行い、様式第２による助成金交付決定通知書により組合等に通知するものとする。この場

合において全振連理事長は、助成金の適正な交付を行うため必要と認めるときは、申請に係る事項につ

いて修正を加え、交付の決定をすることができる。 

２ 全振連理事長は、前項の通知に際して必要な条件を付することができる。 

（申請の取下げ） 

第７条 前条の交付決定の内容又は、これに付された条件に対して不服がある場合に組合等が申請の取下

げをすることができる期日は、助成金交付決定通知を受けた日から１０日以内とする。 

（計画の変更等の承認） 

第８条 商店街振興組合等は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、あらかじめ、様式第３による計画変

更等承認申請書を全振連理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

（１）助成対象事業内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。 

（ア）助成目的に変更をもたらすものではなく、かつ、助成事業者の自由な創意により、より能率的な助

成目的達成に資するものと考えられる場合 

（イ）助成目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合 

（２）助成対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。 

（３）助成対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 全振連理事長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を

付することができる。 

（事故の届出） 

第９条 商店街振興組合等は、当該助成事業を予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき、又はその

遂行が困難となったときは、すみやかに、様式第４による事故報告書を全振連理事長に提出し、その承認

を受けなければならない。 

（状況報告） 

第１０条 全振連理事長は必要に応じ、組合等に対し、９月３０日現在における助成事業の遂行状況につい

て様式第５による助成事業遂行状況報告書を提出させることができる。 
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（実績報告） 

第１１条 商店街振興組合等は、イベント等の事業を実施した場合、事業実施後３０日以内又は３月３１日の

いずれか早い期日までに、イベント等の事業実施時の集客人数を、様式第６によるイベント等事業実績報

告書を全振連理事長に提出しなければならない。 

２ 商店街振興組合等は、助成事業の完了後３０日以内（助成事業の廃止の承認を受けたときを含む。以下

同じ。）又は３月３１日のいずれか早い期日までに、様式第７による助成金事業実績報告書を全振連理事

長に提出しなければならない。 

（助成金の額の確定及び通知） 

第１２条 全振連理事長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該報告書を審査し、必

要に応じ現地調査を行い、その報告に係る助成事業の実施結果が助成金の交付の決定の内容（第８条

第１項に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、

交付すべき助成金の額を確定し、商店街振興組合等に通知する。 

２ 前項に規定する助成金の額の確定は、実支出額又は助成金の額のいずれか低い額の合計額とする。 

（精算払いの請求） 

第１３条 商店街振興組合等は、助成金の精算払を受けようとするときは、様式第８による助成金精算払請

求書を全振連理事長に提出しなければならない。 

（助成金交付決定の取消し） 

第１４条 全振連理事長は、助成事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次

の各号の一に該当する場合には、第６条第１項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更

することができる。 

（１） 商店街振興組合等が、法令、本交付規程又は法令若しくは本交付規程に基づく全振連理事長の 

処分若しくは指示に違反した場合 

（２）商店街振興組合等が、助成金を助成事業以外の用途に使用した場合 

（３）商店街振興組合等が、助成事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

（４）交付の決定後生じた事情の変更等により、助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場

合 

２ 前項の規定は、助成金交付額の確定があった後においても適用があるものとする。 

３ 全振連理事長は、助成金交付決定の取消しをした場合は、その旨を組合等に対しすみやかに通知するも

のとする。 

（助成金の返還） 

第１５条 商店街振興組合等は、前条の規定により取消しを受けた場合において既に助成金の交付を受け

ているときは、助成金返還通知書に従って、助成金を返還しなければならない。この場合において、全振

連理事長は商店街振興組合等が助成金を受領した日から納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５パ

ーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて同通知書に付加するものとする。 

２ 商店街振興組合等は、第１２条の規定により助成金の額の確定を受けた場合において既にその額を超

える助成金が交付されているときは、助成金返還通知書に従って、助成金を返還しなければならない。 
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３ 当該助成金の返還期限は、当該返還通知がなされた日から２０日以内とし、期限内に納付がない場合は、

未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金

を徴するものとする。 

（財産の管理等） 

第１６条 商店街振興組合等は、助成対象経費（助成事業の一部を第三者に実施させた場合における対応

経費を含む。）により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、助成事

業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、助成金の交付の目的に従って、その効率

的運用を図らなければならない。 

２ 商店街振興組合等は、取得財産等について、事業ごとに様式第９による取得財産等管理台帳を備え管

理しなければならない。 

３ 商店街振興組合等は、当該年度に取得財産等があるときは、第１１条に定める実績報告書に事業ごとに

様式第１０による取得財産等管理明細表を添付しなければならない。 

４ 全振連理事長は、商店街振興組合等が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込ま

れるときは、その収入の全部若しくは一部を全振連に納付させることがある。 

（財産の処分の制限） 

第１７条 取得財産等のうち、処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上の

機械、器具、備品及びその他の財産とする。 

２ 財産の処分を制限する期間は、助成金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

４０年大蔵省令第１５号）を勘案して、全振連理事長が別に定める期間とする。この場合において、全振連

理事長が別に定める期間は、助成事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間（昭和５３

年８月５日通商産業省告示第３６０号）に準拠するものとする。 

３ 商店街振興組合等は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等を

処分しようとするときは、あらかじめ事業ごとに様式第１１による申請書を全振連理事長に提出し、その承

認を受けなければならない。 

４ 第１６条第４項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。 

（収益納付） 

第１８条 全振連理事長は、助成事業の実施又は取得財産等の運営、貸与により相当の収益が生じたと認

めたときは、商店街振興組合等に対し、交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を全振連に納付

させることができる。 

（助成事業の監査） 

第１９条 全振連理事長は、助成事業の適正な遂行を確保するため必要と認めたときは、商店街振興組合

等に対し監査を行うことができる。 

（助成事業において取得した個人情報の取扱い） 

第２０条 商店街振興組合等は、助成事業によって取得した個人情報（生存する個人に関する情報であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号によ

り当該個人を識別できるもの（当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、
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それにより当該個人を識別できるものを含む。）をいう。以下同じ。）については、善良なる管理者の注意を

もって取り扱わなければならない。 

２  商店街振興組合等は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

（１）個人情報を第三者（前項に該当する場合を除く。）に提供し、又はその内容を知らせること。 

（２）個人情報について、助成事業の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。 

３  個人情報を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する

事項等の安全管理に必要な事項について定め、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情

報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

４ 商店街振興組合等は、個人情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等の事実を認識し

た場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、全振連理事長に当該事実が

発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人（個人情報により識別されることとなる特定の個人）への

対応等について直ちに報告し、全振連理事長の指示に従わなければならない。 

５ 商店街振興組合等は、個人情報以外に、自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づいて取り扱うこととする。 

（助成金の経理） 

第２１条 商店街振興組合等は、助成金に係る経理について、その収支を明確にした証拠の書類を整備し、

かつ、これらの書類を助成事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

（実施効果の報告） 

第２２条 商店街振興組合等は、原則として助成事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、毎会

計年度内に本助成事業の実施効果について、様式第１２による実施効果報告書により全振連理事長に報

告しなければならない。 

２ 商店街振興組合等は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る会計年度の終了後

５年間保存しなければならない。 

３ 全振連理事長は、第１項の報告を受けた場合において、その報告に係る助成事業等の効果が第５条の交

付の申請の際において想定される事業効果等と比べ充分ではないと認めるときは、その改善のため指導・

助言を行うことができる。 

附 則 

この交付規程は、平成２５年２月２８日から施行する。 

附 則 

この交付規程は、平成２５年６月２７日から適用する。ただし、改正前の交付規程により交付決定された助

成金については、なお従前の例による。 

附 則 

この交付規程は、平成２５年１２月１９日から適用する。ただし、改正前の交付規程により交付決定された助

成金については、なお従前の例による。 

附 則 

この交付規程は、平成２６年２月２１日から適用する。ただし、改正前の交付規程により交付決定された助

成金については、なお従前の例による。 

附 則 
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この交付規程は、平成２６年３月２５日から適用する。ただし、改正前の交付規程により交付決定された助

成金については、なお従前の例による。 
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別 表 

助 成 対 象 経 費 

経費科目 助成対象経費の内訳 

① 謝金 謝金 

② 旅費 旅費 

③ 庁費

会議費、借料、設営費、広報費、印刷費、資料購入費、通

信運搬費、備品費、消耗品費、委託費、外注費、雑役務

費。 

④ その他の経費 その他の経費 

※助成対象経費には、消費税は含まれません。 
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様式第１ 

年 月 日 

全国商店街振興組合連合会 

理事長 坪 井 明 治 殿 

商店街名 

代表者役職・氏名 印 

民間事業者（特定非営利活動法人を含む）名 

※該当者のみ 

代表者役職・氏名    印 

平成  年度地域商店街活性化事業助成金交付申請書 

地域商店街活性化事業助成金交付規程第５条の規定に基づき、下記のとおり、助成金の交付を受けたく関

係書類を添えて申請します。 

記 

１．事業計画書    様式第１－１ 

２．経費明細書    様式第１－２ 

（注）連名申請の場合は、全ての申請者名を記載すること。 ※採択通知書に記載されている採択通知番号をご記入ください。 

採択通知番号 全振連第            号
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様式第１－１

事 業 計 画 書 

１．事業計画 

①事業名

②事業実施予定期間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

③商店街の概況

④商店街に意欲ある若手リー
ダー、青年部、女性部等の存
在がある場合、本事業遂行に
おける活動状況を記載 

⑤本事業の実施体制及び他機
関との連携体制 

⑥事業の概要 ※助成事業を活用して実施する事業のみ記載してください。 
※事業が複数ある場合（商店街の恒常的な集客力向上や販売力向上
が見込まれるイベント等の事業と商店街の体質強化に資する事業
等）、各事業の具体的な内容をそれぞれ記載してください。 

イベント ※事業実施期間内に実施するイベント名及び開催予定日を記載して
ください。助成事業を活用して開催するもの、自己負担で開催する
ものに分けて記載してください。 
※イベントが複数ある場合にはそれぞれについて記載して下さい。 

イベント名： 

開催予定日： 
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⑦継続している事業の場合
は、これまでとの違い（新規
の要素）を記載 

新規  ・  継続 （該当する方を○で囲む） 

（継続の場合、具体的に記載） 

⑧１次～３次募集において、
地域商店街活性化事業の採択
実績がある場合 
過去採択事業の①事業名及び
概要、②助成事業実績報告書
の提出有無、③事業実施の効
果に対する自己評価及び今回
申請する事業へ反映した点
（※特に過去採択事業と同様
の事業を実施する場合には、
過去採択事業からの変更点に
ついて明記） 

①事業名：

概 要： 

②助成事業実績報告書の提出有無： 有 ・ 無 （該当する方を
○で囲む）

③過去採択事業実施の効果に対する自己評価及び今回申請する事業
へ反映した点： 

（※特に過去採択事業と同様の事業を実施する場合には、過去採択
事業からの変更点を明記） 

⑨４次募集以降において、地
域商店街活性化事業の採択実
績がある場合は、採択事業の
①事業名及び概要、②今回申
請している事業との違い、③
それぞれの事業効果につい
て、合理的な説明を記載 

①事業名：

概 要： 

②今回申請している事業との違い：

③それぞれの事業効果について合理的な説明：

２．事業の効果・数値目標 

事業の効果・数値目標 

※事業の効果を測定する指標 
として定めた、「歩行者通行 
量（イベント実施時などの通 
行量ではなく、平常時の通行 
量を用いること）」の増減及び 
「売上高」の増減（又は「空 
き店舗数」の増減）、その他独 
自に設定した指標の効果を記 
載すること 

※基準値となる数値（事業実 
施前の測定値）はパーセンテ 
ージ等ではなく、実数値で記 
載すること 

①想定している事業効果の概要

②数値目標

歩行者通行量 
売上高 

（空き店舗数） 

時期 
数値目標 

(測定年月を記入) 

数値目標 

(測定年月を記入) 

事業実施前 

事業終了後 

平成２７年度 

平成２８年度 

平成２９年度 

平成３０年度 

平成３１年度 

数値目標の根拠 

歩行者通行量 

売上高（空き店舗数） 
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※その他独自に設定した指標（任意）がある場合には、行を追加し

て記載して下さい。 

取組が単発で終わらず効果を
維持するための工夫、資金の
手当て 
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様式第１－２ 経 費 明 細 書 

事業者名 

事 業 名 

（単位：円） 

助成対象経費項目 

助成事業に

要する経費 

助成対象経費 

助成金額 

 助成事業に要する経費に係る 

積算内訳（消費税込み） 

（必要に応じて別紙添付のこと） 区分 項  目 
員数・ 

回数等 
事業金額 

①謝金 謝金 人 

②旅費 旅費 人 

③庁費

会議費 回 

借料 ― 

設営費 ― 

広報費 ― 

印刷費 ― 

資料購入費 ― 

通信運搬費 ― 

備品費 ― 

消耗品費 ― 

委託費 ― 

外注費 ― 

雑役務費 ― 

小 計 ― 

④その他

の経費 

その他の経

費 

― 

①～④の合計 ― 

⑤その他助成対象外経

費 

― ― ― 

 総事業費 

（①～⑤の合計） 

― 

注１：イベント等と体質強化の事業等、事業が複数となる場合、事業ごとの経費明細書とは別に、経費明細書の総

　　　括表も提出してください。その場合、本様式を適宜複製してご使用ください。 

注２：各経費の積算内訳を示してください。必要に応じて別紙を添付してください。 

注３：事業者ごとに作成してください。 

※商店街組織と民間事業者が連携をする場合には、以下も記載してください。 

商店街組織 

（ ） 

民間事業者 

（ ） 

総事業費 円 円 

助成対象経費 円 円 

助成金額 円 円 
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様式第２ 

番   号 

年 月 日 

 殿 

全国商店街振興組合連合会 

理事長  坪 井 明 治  印 

平成  年度地域商店街活性化事業助成金交付決定通知書 

 平成  年  月  日付け  第   号をもって申請のありました地域商店街活性化事業助成金について

は、地域商店街活性化事業助成金交付規程第６条の規定に基づき、次のとおり交付することに決定したので

通知します。 

記 

１．助成金の交付の対象となる事業並びに助成事業に要する経費の配分及び負担区分は、申請書記載のと

おりとする。 

２．助成事業に要する経費及び助成金の額は、次のとおりとします。ただし、助成事業の内容が変更された場

合における助成事業に要する経費及び助成金の額については、別に通知するところによるものとする。 

助成事業に要する経費  金    円 

うち（申請者名）の経費       金 円 

うち（申請者名）の経費       金   円 

助 成 金 の 額   金 円 

うち（申請者名）の経費  金 円 

うち（申請者名）の経費 金   円 

３．助成金の額の確定は、助成対象経費ごとの実支出額又は助成金の額のいずれか低い額の合計額とす

る。 

４．助成事業の内容を変更及び助成事業の全部又は一部を中止し、又は廃止しようとするときは計画変更等

の承認を必要とする。 

５．助成金の精算払いを受けようとするときは、全ての事業完了後に実績報告書を提出し、助成金額の確定

通知により精算払請求書を提出しなければならない。 

６．助成事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年政令第１７９号）及び同法施

 行令（昭和３０年政令第２５５号）並びに本交付規程の定めるところに従わなければならない。 

なお、これらの規定に違反する行為がなされた場合、次の措置が講じられ得ることに留意すること。 

① 本交付規程第１４条の規定による交付決定の取消し、第１５条の規定による助成金の返還

② 相当の期間助成金等の全部又は一部の交付決定を行わないこと

③ 助成事業者等の名称及び不正の内容の公表
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様式第３ 

年 月 日 

全国商店街振興組合連合会 

理事長  坪 井 明 治  殿 

商店街名 

代表者役職・氏名    印 

民間事業者（特定非営利活動法人を含む）名 

※該当者のみ 

代表者役職・氏名    印 

平成  年度地域商店街活性化事業助成金計画変更(等)承認申請書 

平成  年  月  日付け第  号をもって交付決定通知があった上記の助成事業の計画（内容、経費の配

分）を変更したいので、地域商店街活性化事業助成金交付規程第８条の規定に基づき、計画変更（等）につい

て下記のとおり申請します。 

  記 

１．変更の内容 

２．変更を必要とする理由 

３．変更が助成対象事業に及ぼす影響 

４．変更の経費明細 

  （内容又は助成事業に要する経費の配分を変更するときは別紙、様式第３－１「助成事業変更明細書」

を使用してください。） 

  （注１）中止又は廃止にあっては、中止又は廃止後の措置を含めてこの様式に準じて申請すること。 

（注２）連名申請の場合は、全ての申請者名を記載すること。 

※採択通知書に記載されている採択通知番号をご記入ください。 

採択通知番号 全振連第            号
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様式第３－１    助 成 事 業 計 画 変 更 明 細 書 

事業者名 

事 業 名  

（単位：円） 

助成対象経費項目 
助成事業に要

する経費 

助成対象経費 

助成金額申請 

助成事業に要

する経費に係る

積算内訳 (消費

税込み) 
区分 項  目 

員数・回数等 事業金額 
 

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後 
(必要に応じて別

紙添付のこと） 

① 謝金 謝金 人 人 

② 旅費 旅費 人 人 

③庁費

会議費 回 回 

借料 ― ― 

設営費 ― ― 

広報費 ― ― 

印刷費 ― ― 

資料購入費 ― ― 

通信運搬費 ― ― 

備品費 ― ― 

消耗品費 ― ― 

委託費 ― ― 

外注費 ― ― 

雑役務費 ― ― 

小 計 ― ― 

④その他

の経費 
その他の経費 

― ― 

①～④の合計
― ― 

⑤ その他助成対象外

経費

― ― ― ― ― ― 

 総事業費 

（①～⑤ 合計） 

― ― 

注１：イベント等と体質強化の事業等、事業が複数となる場合、事業ごとの経費明細書とは別に、経費明細書

の総括表も提出してください。その場合、本様式を適宜複製してご使用ください。 

注２：各経費の積算内訳を示してください。必要に応じて別紙を添付してください。 

注３：事業者ごとに作成してください。 

※商店街組織と民間事業者が連携をする場合には、以下も記載してください。 

商店街組織 

（ ） 

民間事業者 

（ ） 

総事業費 円 円 

助成対象経費 円 円 

助成金額 円 円 
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様式第４ 

年 月 日 

全国商店街振興組合連合会 

  理事長  坪 井 明 治  殿 

商店街名 

代表者役職・氏名    印 

民間事業者（特定非営利活動法人を含む）名 

※該当者のみ 

代表者役職・氏名    印 

平成  年度地域商店街活性化事業助成金事故報告書 

平成  年  月  日付け 第   号で交付決定通知のあった上記の助成事業について、下記のとおり事

故があったので、地域商店街活性化事業助成金交付規程第９条の規定に基づき報告します。 

記 

１．助成事業の進捗状況 

２．同上に要した経費 

３．事故の内容及び原因 

４．事故に対する措置

５．補助事業の遂行及び完了の予定 

   （注１）事故の理由を立証する書類を添付してください。 

（注２）連名申請の場合は、全ての申請者名を記載すること。 

※採択通知書に記載されている採択通知番号をご記入ください。 

採択通知番号 全振連第            号
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様式第５ 

年 月 日 

全国商店街振興組合連合会 

  理事長  坪 井 明 治  殿 

商店街名 

代表者役職・氏名    印 

民間事業者（特定非営利活動法人を含む）名 

※該当者のみ 

代表者役職・氏名    印 

平成  年度地域商店街活性化事業助成金事業遂行状況報告書 

平成  年  月  日付け  第   号をもって交付決定通知があった上記の助成事業について、地域商店

街活性化事業助成金交付規程第１０条に基づき、平成 年９月３０日現在における助成事業の遂行状況を別

紙のとおり報告します。 

（注）連名申請の場合は、全ての申請者名を記載すること。 ※採択通知書に記載されている採択通知番号をご記入ください。

採択通知番号 全振連第            号
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様式第５－１   助 成 事 業 遂 行 状 況 明 細 書 

事業者名 

事 業 名 

（単位：円） 

助成対象経費項目 
助成事業に要する  

経    費 

助成対象経費 

助成金額申請 

区分 項  目 

員数・回数等 助成対象金額 

計画額 9/30 現在 計画 9/30 現在 計画額 
9/30        

現在 
計画額 

9/30        

現在 

① 謝金 謝金 人 人 

② 旅費 旅費 人 人 

③庁費

会議費 回 回 

借料 ― ― 

設営費 ― ― 

広報費 ― ― 

印刷費 ― ― 

資料購入費 ― ― 

通信運搬費 ― ― 

備品費 ― ― 

消耗品費 ― ― 

委託費 ― ― 

外注費 ― ― 

雑役務費 ― ― 

小 計 ― ― 

④その他の

経費 
その他の経費 

― ― 

①～④の合計 ― ― 

⑤ その他助成対象外経費 ― ― ― ― ― ― 

総事業費（①～⑤ 合計） ― ― 

注１：商店街の恒常的な集客力向上や、販売力向上が見込まれるイベント等、商店街の体質強化に資 

する事業の内容について、事業の具体的な内容ごとに整理してください。 

注２：イベント等の事業と体質強化の事業は別葉で整理してください。 

注３：事業者ごとに作成してください。 

※商店街組織と民間事業者が連携をする場合には、以下も記載してください。 

商店街組織 

（ ） 

民間事業者 

（ ） 

総事業費 円 円 

助成対象経費 円 円 

助成金額 円 円 
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様式第６ 

年 月 日 

全国商店街振興組合連合会 

理事長  坪 井 明 治  殿 

商店街名 

代表者役職・氏名    印 

民間事業者（特定非営利活動法人を含む）名 

※該当者のみ 

代表者役職・氏名 印 

イベント等事業実績報告書 

本会は、平成  年  月  日付け  第   号をもって交付決定通知を受けた地域商店街活性化事業助

成金に係るイベント等事業を終了しましたので、地域商店街活性化事業助成金交付規程第１１条第１項の規

定に基づき、下記のとおり報告します。 

記 

１．事業名 

２．実施した事業の内容 

３．助成事業の実績（イベント時の集客数） 

（注）連名申請の場合は、全ての申請者名を記載すること。 ※採択通知書に記載されている採択通知番号をご記入ください。 

採択通知番号 全振連第            号
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様式第７ 

年 月 日 

全国商店街振興組合連合会 

理事長  坪 井 明 治  殿 

商店街名 

代表者役職・氏名    印 

民間事業者（特定非営利活動法人を含む）名 

※該当者のみ 

代表者役職・氏名    印 

平成  年度地域商店街活性化事業助成金事業実績報告書 

本会は、平成  年  月  日付け  第   号をもって交付決定通知を受けた地域商店街活性化事業助

成金に係る助成事業を完了しましたので、地域商店街活性化事業助成金交付規程第１１条第２項の規定に基

づき、別紙のとおりその実績を報告します。 

（注）連名申請の場合は、全ての申請者名を記載すること。 ※採択通知書に記載されている採択通知番号をご記入ください。 

採択通知番号 全振連第            号
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様式第７－１ 

事 業 報 告 書 

１．実施した事業の内容 

①事業名

②事業実施期間 平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

③商店街の概況

④商店街に意欲ある若手リー
ダー、青年部、女性部等の存
在がある場合、本事業遂行に
おける活動状況を記載 

⑤本事業の実施体制及び他機
関との連携体制 

⑥事業の概要 ※助成事業を活用して実施した事業のみ記載してください。 
※事業が複数ある場合（商店街の恒常的な集客力向上や販売力向上
が見込まれるイベント等の事業と商店街の体質強化に資する事業
等）、各事業の具体的な内容をそれぞれ記載してください。 

イベント ※事業実施期間内に実施したイベント名及び開催日を記載してくだ
さい。助成事業を活用して開催したもの、自己負担で開催したもの
に分けて記載してください。 
※イベントが複数ある場合にはそれぞれについて記載して下さい。 

イベント名： 

開催日： 
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⑦継続している事業の場合
は、これまでとの違い（新規
の要素）を記載 

新規  ・  継続 （該当する方を○で囲む） 

（継続の場合、具体的に記載） 

⑧１次～３次募集において地
域商店街活性化事業の採択実
績がある場合 
過去採択事業の①事業名及び
概要、②助成事業実績報告書
の提出有無、③事業実施の効
果に対する自己評価及び今回
申請する事業へ反映した点
（※特に過去採択事業と同様
の事業を実施する場合には、
過去採択事業からの変更点に
ついて明記） 

①事業名：

概 要： 

②助成事業実績報告書の提出有無：提出済 ・  今後提出 （該
当する方を○で囲む） 

③過去採択事業実施の効果に対する自己評価及び今回申請する事業
へ反映した点： 

（※特に過去採択事業と同様の事業を実施する場合には、過去採択
事業からの変更点を明記） 

⑨４次募集以降において、地
域商店街活性化事業の採択実
績がある場合は、採択事業の
①事業名及び概要、②今回申
請している事業との違い、③
それぞれの事業効果につい
て、合理的な説明を記載 

①事業名：

概 要： 

②今回申請している事業との違い：

③それぞれの事業効果について合理的な説明：

２．事業の効果・数値目標結果 

事業の効果・数値目標 

※事業の効果を測定する指標 
として定めた、「歩行者通行 
量（イベント実施時などの通 
行量ではなく、平常時の通行 
量を用いること）」の増減及び 
「売上高」の増減（又は「空 
き店舗数」の増減）、その他独 
自に設定した指標の効果を記 
載すること 

※基準値となる数値（事業実 
施前の測定値）はパーセンテ 
ージ等ではなく、実数値で記 
載すること 

①事業を実施したことによる効果

②数値目標

歩行者通行量 売上高（空き店舗数） 

時期 
数値目標 

(測定年月を記入) 

数値目標 

(測定年月を記入) 

事業実施前 

平成 26年度 

（実績を記載） 

平成２７年度 

平成２８年度 

平成２９年度 

平成３０年度 

平成３１年度 

数値目標の根拠 

歩行者通行量 
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売上高（空き店舗数） 

※その他独自に設定した指標（任意）がある場合には、行を追加し

て記載して下さい。 

取組が単発で終わらず効果を
維持するための工夫、資金の
手当て 
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様式第７－２     経 費 明 細 書 

事業者名 

事 業 名 

（単位：円） 

助成対象経費項目 
助成事業

に要した経

費 

助成対象経費 

助成金額 

助成事業に要した経費に係る 

積算内訳（消費税込み） 

（必要に応じて別紙添付のこと） 区分 項  目 
員数・ 

回数等 
事業金額 

① 謝金 謝金 人 

② 旅費 旅費 人 

③庁費

会議費 回 

借料 ― 

設営費 ― 

広報費 ― 

印刷費 ― 

資料購入費 ― 

通信運搬費 ― 

備品費 ― 

消耗品費 ― 

委託費 ― 

外注費 ― 

雑役務費 ― 

小 計 ― 

④その他の経

費 
その他の経費 

― 

①～④の合計
― 

⑤その他助成対象外経費 ― ― ― 

総事業費（①～⑤合計） ― 

注１：イベント等と体質強化の事業等、事業が複数となる場合、事業ごとの経費明細書とは別に、経費明細書の総

括表も提出してください。その場合、本様式を適宜複製してご使用ください。 

注２：各経費の積算内訳を示してください。必要に応じて別紙を添付してください。 

注３：事業者ごとに作成してください。 

※商店街組織と民間事業者が連携をする場合には、以下も記載してください。 

商店街組織 

（ ） 

民間事業者 

（ ） 

総事業費 円 円 

助成対象経費 円 円 

助成金額 円 円 
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様式第８ 

平成   年   月  日 

全国商店街振興組合連合会 

理事長  坪 井 明 治  殿 

商店街名

代表者役職・氏名 印 

民間事業者（特定非営利活動法人を含む）名 

※該当者のみ 

代表者役職・氏名               印 

平成  年度地域商店街活性化事業助成金精算払請求書 

平成  年  月  日付け  第 号をもって交付決定通知があった上記助成金について、地域商店街活性化事業助

成金交付規程第１３条の規定に基づき、下記のとおり請求します。 

記 

１．請求額       円 

２．振込先 

金融機関名（漢字等） 金融機関コード（数字 4桁） 

銀行・信金・信組 

農 協 ・ ゆうちょ 

支店名（漢字等） 支店コード(数字 3 桁) 

本店・支店 

支所・出張所 

預金種目（該当のものに○をつけてください） 口座番号（数字７桁）※右づめでご記入下さい 

1. 普通  2. 当座

カ ナ 表 記 

口座名義（漢字等） 

「口座名義」を記入する際には、必ず通帳に記載されている口座名義人名とカタカナ表記部分をそのままご記入ください 

※ゆうちょ銀行へ振込を希望される場合は、金融機関コード、振込銀行名、振込用の支店コード、支店名、預金種別、口座番

号、口座名義人等をご記入する際ご注意下さい。 

（ゆうちょ銀行口座番号<記号・番号>のままでは、入金できませんのでご注意ください） 

（注）連名申請の場合は、全ての申請者名を記載すること。 ※採択通知書に記載されている採択通知番号をご記入ください。 

採択通知番号 全振連第            号
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様式第９ 

取 得 財 産 等 管 理 台 帳 

区分 財産名 規格 数量 
単価 
円 

金額 
円 

取得年月日 
耐用 
年数 

保管 
場所 

助成
額 

備 考 

（注） １．対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が地域商店街活性化事業助成金交

付規程第１７条第１項に定める処分制限額以上の財産とします。 

２．財産名の区分は、（ア）事務用備品、（イ）事業用備品、（ウ）書籍、資料、図面類、（エ）無体財産

権（工業所有権等）、（オ）その他の物件（不動産及びその従物）とします。 

３．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えありません。単価が異なる場合は分割

して記載してください。 

４．取得年月日は、検収年月日を記載してください。 

※採択通知書に記載されている採択通知番号をご記入ください。 

採択通知番号 全振連第            号
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様式第１０ 

取 得 財 産 等 管 理 明 細 表 （平 成  年 度 ）  

区分 財産名 規格 数量 
単価 
円 

金額 
円 

取得年月日 
耐用 
年数 

保管 
場所 

助成額 備 考 

（注）１．対象となる取得財産等は、取得価格又は効用の増加価格が地域商店街活性化事業助成金交付規

程第１７条第１項に定める処分制限額以上の財産とします。 

２．財産名の区分は、（ア）事務用備品、（イ）事業用備品、（ウ）書籍、資料、図面類、（エ）無体財産権

（工業所有権等）、（オ）その他の物件（不動産及びその従物）とします。 

３．数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えありません。単価が異なる場合は分割し

て記載してください。 

４．取得年月日は、検収年月日を記載してください。 

※採択通知書に記載されている採択通知番号をご記入ください。 

採択通知番号 全振連第            号
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様式第１１ 

年 月 日 

全国商店街振興組合連合会 

  理事長  坪 井 明 治  殿 

商店街名 

代表者役職・氏名    印 

民間事業者（特定非営利活動法人を含む）名 

 ※該当者のみ 

代表者役職・氏名 　印 

平成  年度地域商店街活性化事業助成金に係る取得財産等の処分承認申請書 

平成  年  月  日付け  第  号をもって交付決定通知があった上記助成金により取得した財産等を

下記のとおり処分したいので、地域商店街活性化事業助成金交付規程第１７条第３項の規定に基づき、申

請します。 

記 

１． 処分の内容 

①処分する財産名等（別紙） ※取得財産管理台帳の該当財産部分抜粋等

②処分の内容（有償・無償の別も記載のこと。）及び処分予定日

処分の相手方（住所、氏名又は名称、使用の目的等。） 

２．処分理由 

（注１）本様式は、日本工業規格Ａ４判とすること。 

（注２）連名申請の場合は、全ての申請者名を記載すること。 

※採択通知書に記載されている採択通知番号をご記入ください。

採択通知番号 全振連第            号
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様式第１２

年 月 日 

全国商店街振興組合連合会 

  理事長  坪 井 明 治  殿 

商店街名 

代表者役職・氏名    印 

民間事業者（特定非営利活動法人を含む）名 

 ※該当者のみ 

代表者役職・氏名          　 印 

平成  年度地域商店街活性化事業助成金事業実施効果報告書 

平成  年度地域商店街活性化事業を実施した効果について、地域商店街活性化事業助成金交付規程第

２２条第１項の規定に基づき報告します。 

記 

１． 実施した事業内容 

（１）事業名 

（２）事業の概要 

２．事業の効果・数値目標結果 

（１）当初の数値目標 

（２）達成状況 

※数値及び計測内容や時期を具体的に記載すること 

（３）目標達成のために取り組んだ内容 

（注）連名申請の場合は、全ての申請者名を記載すること。 ※採択通知書に記載されている採択通知番号をご記入ください。 

採択通知番号 全振連第            号
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平成　　年　　月　　日

振込口座登録申請書

※振込口座の登録は1事業者につき1口座のみとなります。

口座を変更する場合は下記「申請区分」の「振込口座変更」に ☑ をつけて、改めて申請書をご提出ください。

※記入後の本申請書のコピーを取り、控えとしてお手元に大切に保管してください。

申請事業者名

号

申請区分：　該当に☑を表示
　□　今回初めて振込口座を登録します。

　□　既に登録してある振込口座を変更します。

全振連 第採択通知番号 (通知書右上）

支店コード（数字3ケタ） 支店名

「口座名義人」を記入する際には、必ず通帳に記載されている口座名義人名とカタカナ表記部分を

そのままご記入ください。

振

込

口

座

金融機関コード（数字4ケタ） 金融機関名

預金種目（該当のものに○をつけてください） 口座番号※右づめでご記入下さい

1.普通　　2.当座　　3.貯蓄　　4.その他（　　　　　）

口座名義人（漢字）

口座名義人（フリガナ表記）

口座振込申請書に該当する「通帳の表紙コピー」と「通帳表紙裏ページのコピー」
を別紙の≪通帳コピー貼り付け用紙≫に必ず貼り付けのうえご提出してください。

銀行・金庫・組合
農　協 ・ ゆうちょ

本店・支店・支所・出張所

※ゆうちょ銀行へ振込を希望される場合は、

金融機関コード、振込銀行名、振込用の支店コード、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人等をご記入

する際ご注意下さい（ゆうちょ銀行口座番号<記号・番号>のままでは、入金できませんのでご注意ください。 。）



振込口座登録申請書に該当する「通帳の表紙コピー」と「通帳表紙裏ページのコピー」を

下記、所定の位置に貼り付けてください。

  

      通帳の表紙コピー （貼り付け必須） 
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
で
張
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。
 

通帳の表紙コピー貼り付け

  

      通帳表紙裏ページのコピー （貼り付け必須） セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
で
張
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。
 

通帳表紙裏ページのコピー貼り付け

  

      通帳の表紙コピー （貼り付け必須） 
ノ
リ
や
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
で
貼
っ
て
下
さ
い
。
 

通帳の表紙コピー貼り付け欄 

  

      通帳表紙裏ページのコピー （貼り付け必須） ノ
リ
や
セ
ロ
ハ
ン
テ
ー
プ
で
貼
っ
て
下
さ
い
。
 

通帳表紙裏ページのコピー貼り付け欄 
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